「あじさいキャラバン」・「地域活性化応援隊派遣相談会」
１  開催概要

（１）日　　時　  　平成２０年６月５日（木）１３:００～１７:００

（２）開催場所　  　島根県民会館大会議室（松江市殿町158）

（３）開催プログラム（予定）

	時間
	区   分
	概  要

	13:00～

13:45
	《あじさいキャラバン》
	制度説明会
	構造改革特区・地域再生等について

	13:45～

15:20
	《地域活性化応援隊

          派遣相談会》
	地域活性化の取組事例紹介
	地域活性化伝道師による講演

	15:20～

17:00
	《あじさいキャラバン》

《地域活性化応援隊

          派遣相談会》
	個別相談会
	個別の相談ブースを設置



あじさいキャラバン

　政府では、本年６月の１ヶ月間を「特区、地域再生、規制改革集中受付月間」とし、地方公共団体、民間企業、個人等から幅広く提案や要望を受付けることとしています。 

　「あじさいキャラバン」は、この集中受付月間に先立ち、内閣府職員が全国各地に出向き、制度の内容や提案方法等の説明を行うとともに、提案や要望の個別相談を実施するものです。

地域活性化応援隊派遣相談会

　この派遣相談会は，地域活性化に関する豊かな経験・実績を持つ民間の専門家や行政関係者等で構成される「地域活性化応援隊」が全国各地に出向き、地域活性化の取組事例の紹介や個別相談を実施するものです。

２　参加者

　　地方公共団体・民間企業・NPO・個人等を問わず、どなたでも参加できます。（参加費無料）
３　参加申込み・個別相談申込み　　　  ※電子メール又はFAXにてお願いします。
　○  別紙１「あじさいキャラバン参加及び個別相談申込表」に必要事項を記入して，下記申込み窓口までお申込みください。【申込期限：平成２０年５月２６日（月）】
  ○  また，地域活性化応援隊派遣相談会の個別相談を希望される場合は，別紙２「地域活性化応援隊派遣相談会 個別相談記入様式」に必要事項を記入して，下記申込み窓口までお申込みください。【申込期限：平成２０年５月１９日（月）】
　○  個別相談は申込の受付順となります。


島根県地域政策課まちづくり支援Ｇ　特区・地域再生担当（村上、中尾）　行

（FAX：0852-22-6042）

あじさいキャラバン参加及び個別相談申込表

（200８年６月５日（木）島根県民会館）

【参加申し込み】

	会社名・団体名
	
	参加人数
	人

	所在地
	〒



	※参加申込者の代表の方1名についてご記入ください。

	所属・役職名
	
	氏　名
	

	連絡先
	電話（　　　）　　　　　　　　　FAX（　　　）

メールアドレス

	地域活性化応援隊派遣相談会
	□あじさいキャラバン＋地域活性化応援隊派遣相談会に参加

□あじさいキャラバンのみ参加

□地域活性化応援隊派遣相談会のみ参加


【あじさいキャラバン個別相談申込】

	個別相談の希望
	有　　　・　　　無

	事前相談の利用
	内閣府の事前相談制度を利用して事前相談を行ったかどうかについてお書きください。

事前相談制度をご存じない場合は，「相談していない」としてください。
　　□　事前相談した　　　　　　□　事前相談していない　

	相談の概要
	相談をご希望の方は相談概要をお書きください。


島根県地域政策課まちづくり支援Ｇ　特区・地域再生担当（村上、中尾）　行

（FAX：0852-22-6042）

地域活性化応援隊派遣相談会　個別相談記入様式

（200８年６月５日（木）島根県民会館）

必ずしも全ての項目をご記入いただく必要はありませんが、個別相談を有意義なものとするため、可能な限りご記入をお願いいたします。

	お名前（ふりがな）
	

	所属・役職
	

	連絡先


	※相談会を有意義なものとするために、内閣官房から相談内容について確認させていただく場合がありますので、連絡が取れる電話番号をご記入願います。

	地域（市町村）

	

	地域の現状・背景

	

	地域が抱える課題
	

	目標とする地域の姿
	

	現在取り組んでいる内容（これから取り組もうとする内容）
	

	具体的な相談内容（困っている事項、知りたい事項等）
	

	相談のテーマ・分野
	　相談員を選定する際の参考にするため、該当すると思われる項目の□を、■にしてください（複数回答可）。なお、以下は例示であり、これらに限定するものでありませんので、該当すると思われる項目がない場合は、その他にご記入ください。

□ＩＣＴ・情報化　□住民参加　□中心市街地活性化　□商店街振興　□まちなみ□景観整備　□交通　□農山漁村活性化　□産業育成　□雇用創出　□人材育成

□観光振興　□国際交流　□地域間交流　□少子・高齢化　□地域文化振興　

□教育　□青少年対策　□環境　□安全・安心　□社会基盤整備　

□分野横断的支援　□その他　　

	相談するにあたっての参考資料（地図、パンフレット等）
	□提出あり　□提出なし※「あり」とされた場合は、具体的な資料を（　）にご記入願います。


	特に相談したい省庁
	※必ずしもご要望にお応えできない場合がございますので、ご了解願います

	特に知りたい施策
	


【問合せ・申込み窓口】  島根県地域政策課　まちづくり支援グループ　 村上、中尾


                         TEL 0852-22-６４５３   FAX 0852-22-6042


　                       ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ chiiki-seisaku@pref.shimane.lg.jp























別紙１





別紙２








